
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

【水戸運輸区】 

➀運転士５行路回７２６Ｍ～７２６Ⅿ～２７２９Ⅿの連続乗務 

を見直すこと。 

②運転士５２行路８２２Ⅾ～９２３Ⅾ～９２４Ⅾの水戸駅及び 

常陸太田駅での折り返し時間を拡大し、連続乗務を見直すこと 

③運転士５６行路８２０Ⅾ～８２１Ⅾの水戸駅における折り返 

し時間を拡大し、連続乗務を見直すこと。 

④運転士５６行路８４４Ⅾ～３４１Ⅾの水戸駅における休憩時 

間を拡大すること。 

 

【いわき統括センター】 

➀いわき統括センター（車掌）３０４行路の「駅業務等」の時間 

 に休憩時間を確保すること。 

➁いわき統括センター（車掌）７９１行路の「駅業務等」の時間 

に休憩時間を確保すること。 

 

【原ノ町統括センター】 

➀原ノ町統括センター（運転士）の交番順序について、１７５行 

 路の次勤務は１７１行路とすること。また、１７６行路の次勤 

務は１７２行路とすること。 

 

【水郡線統括センター】 

➀水郡線統括センターにおいて、荒天時に下校時間が変更となる 

 場合、ワンマン運転列車が混雑することから、沿線の高校と連 

携し、臨時列車の運転や３両運転等を行い、混雑の平準化を図 

ること。 
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